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第４回 熊本県議会経済環境常任委員会会議記録（平成25年８月19日) 

  

第 ４ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

平成25年８月19日(月曜日) 

            午前10時２分開議 

            午前11時49分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

「幸せ実感くまもと４カ年戦略」の取り組

みについて（政策評価表による報告） 

 報告事項 

①平成24年度大気・有害化学物質・騒

音等環境調査結果について 

②平成24年度水質調査結果について 

③2019年女子世界ハンドボール選手権

大会の熊本県への招致について 

④台湾 高雄市との国際交流促進覚書

締結について 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

                委 員 長 浦 田 祐三子 

        副委員長 東   充 美 

                委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 井 手 順 雄 

委  員 小早川 宗 弘 

委  員 森   浩 二 

委  員 磯 田   毅 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

環境生活部 

          部長 谷 﨑 淳 一 

       政策審議監 末 廣 正 男 

        環境局長 村 山 栄 一 

      県民生活局長 佐 藤 祐 治 

      首席審議員兼 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

     水俣病保健課長 田 中 義 人 

     水俣病審査課長 中 山 広 海 

    環境立県推進課長 福 田   充 

      環境保全課長 松 田 隆 至 

      自然保護課長 江 上 憲 二 

     廃棄物対策課長 坂 本 孝 広 

      首席審議員兼 

    公共関与推進課長 中 島 克 彦 

  くらしの安全推進課長 石 﨑 尚 喜 

      消費生活課長 杉 山 哲 恵 

 男女参画・協働推進課長 大 谷 祐 次 

    人権同和政策課長 中 富 恭 男 

 商工観光労働部 

          部長 真 崎 伸 一 

      政策審議監兼 

      商工政策課長 出 田 貴 康 

      商工労働局長 森 永 政 英 

     新産業振興局長 髙 口 義 幸 

    観光経済交流局長 松 岡 岩 夫 

    商工振興金融課長 伊 藤 英 典 

      労働雇用課長 下 村 弘 之 

    産業人材育成課長 古 森 美津代 

      産業支援課長 奥 薗 惣 幸 

   エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

      企業立地課長 寺 野 慎 吾 

      首席審議員兼 

        観光課長 渡 辺 純 一 

        国際課長 磯 田   淳 

くまもとブランド推進課長 成 尾 雅 貴 

 企業局 

          局長 河 野   靖 

   総括審議員兼次長兼 

      総務経営課長 古 里 政 信 

        工務課長 福 原 俊 明 

 労働委員会事務局 

          局長 西 岡 由 典 

      審査調整課長 橋 本 博 之 
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――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 左 座   守 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

――――――――――――――― 

  午前10時２分開議 

○浦田祐三子委員長 それでは、ただいまか

ら、第４回経済環境常任委員会を開会いたし

ます。 

 まず、本日の委員会に７名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。 

 次に、議事次第２、幸せ実感くまもと４カ

年戦略の取り組みについて、執行部の説明を

お願いします。 

 説明は、まず、商工観光労働部政策審議監

から総括説明を、そして、続いて関係各課長

から資料の順に個別の説明を求めた後に、一

括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、審議を効率よく進めるために、執行

部の説明は簡潔にお願いいたします。 

 また、本日の説明を行われる際は、執行部

の皆さんは着席のまま行ってください。 

 それでは、順次説明をお願いいたします。 

 

○出田政策審議監 お手元のＡ３判横長の平

成25年度政策評価(案)、これに基づいて御説

明をさせていただきます。 

 まず、１ページをお開きください。 

 まず、幸せ実感くまもと４カ年戦略と政策

評価についてでございます。 

 左側(1)幸せ実感くまもと４カ年戦略の推

進についてをごらんください。 

 限られた経営資源のもとで効率的な行政運

営を行うため、前戦略に引き続き、ＰＤＣＡ

マネジメントサイクルを活用して、幸せ実感

くまもと４カ年戦略の着実な推進を図ること

としております。 

 ページの中ほどから下にＰＤＣＡマネジメ

ントサイクルの図を示しております。 

 企画立案、予算編成のプランから、右回り

に各部局の政策審議監等で構成いたします４

カ年戦略推進会議で検討、調整を行いなが

ら、Ｄｏ、実行でございますが、事業を実施

してまいります。 

 次に、実施した内容は、県民アンケートや

外部有識者で構成する幸せ実感くまもと４カ

年戦略委員会での意見等を踏まえて、適正に

評価、チェックをいたします。そして、評価

の結果を活用して、知事、副知事と各部局長

で行う政策論議等を経て、次年度の施策の方

向性を見出すなど改善を進め、さらに企画立

案、予算編成のＰにつないでいくと。こうし

たサイクルを回していくことにより、政策の

質的向上を図っていくことにしております。 

 次に、１ページ右側の(2)本県の政策評価

についてをごらんください。政策評価の基本

的な考え方を記載しております。 

 次の３点に基づいて政策評価を進めてまい

っております。 

 まず、１点目は、県民の視点でわかりやす

い政策評価ということで、４カ年戦略に掲げ

た戦略指標の推移、達成度を使って評価を行

う、県民アンケートにより県民の意識を把握

する、外部評価により県民の意見を評価に反

映させるということでございます。 

 次の２点目は、新４カ年戦略の階層に沿っ

た評価、進捗管理でございます。 

 下のピラミッドの図の形で階層の体系をお

示ししております。政策評価は、４つの取り

組みの方向性と15の戦略に関する総括評価と

75の主な施策に関する施策評価により構成す

ることとしております。 

 ３点目は、評価結果の活用でございます。 

 評価結果をもとに政策論議を行い、次年度

の施策の方向性等の検討につなげてまいりま

す。 

 右側の２ページは、今御説明をいたしまし

た１ページ右側のピラミッドの上半分、施策

評価に係る各評価表の対応関係を参考として

 - 2 -



第４回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成25年８月19日) 

お示ししております。 

 次の３ページをお開きください。 

 平成25年度政策評価の概要をまとめており

ます。左側(1)本県を取り巻く社会情勢を踏

まえた今後の対応をごらんください。 

 最初に、新４カ年戦略の策定から１年が経

過した現時点での全体としての評価を記載し

ております。一定の成果が上がっており、全

体としてはおおむね順調に推移しているとい

う認識でございます。しかしながら、２段目

以降で、策定時から本県を取り巻く社会情勢

が大きく変わってきているということで、そ

の変化に対応する県の対応を記載しておりま

す。 

 まず、３段落目から４段落目にかけてでご

ざいますが、国政では第２次安倍内閣が発足

し、大胆な金融政策を初めとする３本の矢が

実行され、この流れを追い風とし、新４カ年

戦略の加速化、景気、雇用の改善、財政健全

化の推進という、３つを同時になし遂げられ

るよう、積極的に取り組んでいく必要がある

こと、５段落目では、他方、ＴＰＰ協定交渉

が開始され、農業を初め大きな影響が考えら

れることから、情報収集、分析を初め、効果

的な対応を行っていく必要があること、さら

に、昨年７月の熊本広域大水害からの早期の

復旧、復興に取り組んでいく必要があるこ

と、この大きく３点に留意しながら、新４カ

年戦略を推進することとしております。 

 次に、ページの中ほどから下の(2)データ

で見る新４カ年戦略の推進状況等についてを

ごらんください。 

 ①県民アンケートでございますが、５月に

県内在住の満20歳以上の男女1,500人を対象

に実施いたしました新４カ年戦略に関する意

識調査の結果を記載しております。４つの取

り組みの方向性ごとに整理しております。 

 まず、アの「活力を創る」についてでござ

いますが、「活力溢れる元気なくまもと」に

近づいているかどうかという問いに対して

は、そう思う、どちらかといえばそう思うと

回答した人が全体の72.9％でございました。 

 ページ右側をごらんください。 

 ここは、戦略の下にぶら下がります施策が

全体として26施策ありますが、それぞれの満

足度と施策の今後の方向性について、それぞ

れ回答の割合の高いものから順に整理をして

おります。 

 満足、またはやや満足と回答した割合が高

いのは、「安全安心ブランド力を強化する」

が、そして、もっと力を入れて取り組んでほ

しいとの回答割合が高いのは、「活力ある担

い手を育てる」という施策が高く、全体とし

ても４つの方向性の中では比較的高い結果と

なっております。 

 次に、イの「アジアとつながる」について

でございますが、「アジアの中で存在感のあ

るくまもと」に近づいているかどうかでは、

そう思う、どちらかといえばそう思うと回答

した人が59.4％でございました。県民生活の

かかわり合いが限定的であるということでし

ょうか、４つの方向性の中では最も低く、そ

の下の満足度、今後の方向性ともに低い結果

となっております。 

 次に、４ページをごらんください。 

 「安心を実現する」については、「いつま

でも楽しく、元気で、安心して暮らせるくま

もと」に近づいているかどうかでは、そう思

う、どちらかといえばそう思うと回答した人

が76.6％でございます。 

 「安心を実現する」は全部で21施策ありま

すが、満足度は20％以上40％未満の区分の割

合が高い結果となっております。 

 反面、施策の今後の方向性のところを見て

いただきますと、６割以上の人がもっと力を

入れて取り組んでほしいという施策が21施策

中18施策と高い結果になっております。中で

も、若者の雇用を進めるや病気になっても安

心して暮らせる施策などが顕著でございま

す。 
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 最後のエ「百年の礎を築く」についてでご

ざいますが、「誇りを持ち、夢の実現に挑戦

するくまもと」に近づいているかどうかで

は、そう思う、どちらかといえばそう思うと

回答した人が77.8％でございました。 

 「百年の礎を築く」は、全部で24施策あり

ますが、施策に対する満足度では、地下水を

守り抜くや阿蘇の草原・景観を引き継ぐがい

ずれも４割を超えており、満足度が高くなっ

ています。 

 ページ右上の施策の今後の方向性では、夢

を広げるや学力を育むといった教育分野が高

い結果となっております。 

 次に、その下の幸せ実感くまもと４カ年戦

略の認知度です。 

 知っていたとの回答が36％と、県民の３人

に１人は知っていたという結果でございまし

た。今後一層戦略への関心を高め、理解につ

ながるような工夫をしてまいりたいと思って

おります。 

 次に、②戦略指標の動向でございます。 

 延べ77の戦略指標のうち、集計中を除く動

向でございます。全体では56指標が上向き、

４指標が横ばい、９指標が下向きとなってお

ります。また、10指標が、最終年度――平成

27年度でございますが、の目標値を達成して

おります。 

 次に、総括評価表の御説明をいたします。 

 ５ページでございます。 

 ここからは、戦略の４つの方向性ごとに、

基本見開きで評価をまとめております。な

お、本日は、時間の関係で全ての戦略につい

ての御説明は割愛させていただきます。 

 当委員会所管となります戦略といたしまし

ては、商工観光労働部関係は、５ページの戦

略１「ビッグチャンスを生かす」、戦略３

「地域力を高める」、戦略４「未来型エネル

ギーのトップランナー」。 

 ７ページをお開きください。 

 ７ページの戦略５「アクション・アジ

ア」、それから９ページをお開きください。

戦略７の「子どもの育ちと若者のチャレンジ

を応援」、戦略８の「障がいのある人が暮ら

しやすい熊本」、11ページをお開きくださ

い。戦略11の「熊本都市圏の拠点性向上」、

戦略12の「悠久の宝の継承」、戦略14の「熊

本アカデミズム」、戦略15の「夢を叶える教

育」に関する施策の推進に取り組んでいると

ころでございます。 

 また、環境生活部関係では、戻りまして５

ページでございます。 

 戦略４の「未来型エネルギーのトップラン

ナー」、それから２つめくっていただき、９

ページでございますが――申しわけございま

せん、行ったり来たりで。戦略７の「子ども

の育ちと若者のチャレンジを応援」、戦略９

の「人が人として互いに尊重される安全安心

な熊本」、戦略10の「災害に負けない熊本」、

それから11ページでございます。戦略12「悠

久の宝の継承」、戦略13「環境を豊かに」に

関する各施策の推進に取り組んでおります。 

 その中から、本日は、大変申しわけござい

ません、もう一回ちょっと５ページに戻って

いただいて、戦略１の「ビッグチャンスを生

かす」の中から、施策01の中小企業のチャレ

ンジをサポートする、同じく施策03の熊本イ

ノベーションを進める、それから、右側でご

ざいます、戦略４の施策24、エネルギーの地

産地消を進める、それからページが飛びまし

て、２枚めくっていただきまして、９ページ

の右側の戦略９、施策48、消費者のくらしを

守る、それから11ページに移っていただきま

して、右側でございます。戦略13、環境を豊

かにのところの施策67、環境教育を進めるの

各施策について、平成24年度の主な成果、そ

れと25年度の推進方針、進捗状況等につきま

して、関係各課長より御説明を申し上げま

す。 

 以上でございます。 
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○伊藤商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 経済環境常任委員会説明資料をお願いいた

します。 

 １ページをお開きください。 

 戦略１「ビッグチャンスを生かす」の中

に、施策といたしまして、中小企業のチャレ

ンジをサポートするを位置づけております。 

 具体的には、取組内容にありますように、

中小企業の経営力強化に向け、金融機関が事

業の将来性などを見通して支援する取り組み

を後押しするため、金融機関や商工団体など

関係機関が連携する仕組みを構築し、資金繰

りの円滑化を図ることとしております。 

 平成24年度の主な成果でございますが、ア

ンケート調査や商工団体、それから金融機関

との意見交換会などを行い、中小企業が持つ

経営課題の洗い出しを行いました。また、商

工団体や金融機関の職員によるワークショッ

プを行い、その提案等を受けまして、商工団

体と金融機関が連携して中小企業を支援する

チャレンジサポート融資制度の創設準備を行

ったところでございます。 

 平成25年度における推進方針、推進状況で

ございますが、中小企業に対して金融と経営

支援を一体的、継続的に行う取り組みを進め

るため、金融機関や商工団体等の協力を得

て、事業者に対してチャレンジサポート融資

制度の活用を促していくこととしておりま

す。 

 また、さまざまな経営課題を抱えます経営

革新企業や新規事業者などの事業活動を支援

するため、相談会、個別指導などを行い、経

営体質の強化や経営力向上を図ることとして

おります。 

 あわせまして、新商品開発や異業種転換な

ど、新しい視点を踏まえた事業承継、起業化

の取り組みを支援するため、セミナーの開

催、それから専門家の派遣などを行うことと

しております。 

 今後の方向性でございますが、チャレンジ

サポート融資を活用して、金融機関と商工団

体等経営支援機関が連携して継続的に事業を

支援する取り組みをふやし、中小企業の経営

力の強化を図っていきたいと考えているとこ

ろでございます。また、商工団体等の協力も

得まして、経営革新計画策定などに取り組む

中小企業を支援し、中小企業の技術革新や販

路拡大を推進していきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○奥薗産業支援課長 引き続き、中小企業の

チャレンジをサポートする観点から、産業支

援課でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 次代の県経済を力強く牽引していくリーデ

ィング企業の創出に向け、支援をしていると

ころでございます。 

 制度内容につきましては、中ほどのところ

を見ていただきたいと思いますけれども、ま

ず、リーディング企業を育成する企業を認定

し、サポートチームを結成しております。対

象といたしましては、製造業が主でございま

すが、頑張る県内企業であれば分野を問わず

公募しておりまして、自社を分析し強みを生

かして業績を上げるシナリオを持っている企

業をリーディング育成企業として認定をして

おります。 

 認定されますと、産業支援課、産業支援財

団、産業技術センターを初め、シナリオの内

容によりまして、関係する大学や金融などの

機関とともにサポートチームを編成しており

ます。そして、総合的なサポートをするとい

うことでやっております。 

 サポートの一環といたしまして、リーディ

ングの補助金であるとか、トライアル購入で

あるとか、各種優遇措置も用意しているとこ

ろでございます。 
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 認定の際の目標は、付加価値10億円を達成

するということとしております。 

 付加価値額というものは要因が３つござい

まして、まず、企業の利益ですね。それか

ら、人件費、それから施設投資の減価償却

分、この３つを合算した額でございまして、

企業活動によりまして新しい価値をどれくら

い創出したかということを評価軸にしておる

ところでございます。 

 現在、付加価値10億円を達成している企

業、左側上でございますけれども、３社出て

まいりました。なお、付加価値が１億円未満

でも、おもしろいビジネスモデルを持ってい

るとか、技術的に有望なものを持っているき

らりと光る企業につきましては、サブリーデ

ィングとして位置づけて認定をしているとこ

ろでございます。 

 現在、リーディング育成企業が33社、サブ

リーディングが11社、あわせて44社を認定し

てサポートを行っておるところでございま

す。 

 一番右端になりますけれども、最終的にリ

ーディング企業といたしまして20から30の社

を創出させて、リーディング企業群を形成さ

せることを目標としております。 

 以上でございます。 

 

○寺野企業立地課長 ３ページをお願いいた

します。 

 戦略１「ビッグチャンスを生かす」の主な

施策、熊本イノベーション、熊本発の新製品

の創出の項目でございます。 

 企業誘致につきましては、新規企業へのア

プローチはもとより、既に立地していただい

ている企業のフォローアップを徹底すること

を基本としまして、県内への投資と雇用の拡

大を図っております。 

 加えて、国内拠点の再編集約、あるいは海

外転換などが進んでいるため、企業の生産拠

点に研究開発部門を併設し、製品開発力を持

つ工場や海外を初め他の工場への技術指導を

行うマザー工場など、本県に立地する工場等

の拠点化に視点を置いた誘致を進めていると

ころでございます。 

 これらによりまして、メード・イン・熊本

の製品が世界市場を席巻するよう、最先端の

研究開発部門を兼ね備えた企業の集積に取り

組んでおります。 

 １番、24年度の主な成果でございますが、

新規の企業立地件数が11件、うち研究開発部

門が２件、新規雇用予定者数が492人となっ

ております。また、既立地企業に対するフォ

ローアップによりまして、増設の企業立地件

数が19件、うち研究開発部門が４件、新規雇

用予定者数が721人となりまして、合計で企

業立地が30件、うち研究開発部門が６件、新

規雇用予定者数が1,213人となっておりま

す。 

 また、あわせまして、大学などの研究シー

ズと企業の研究開発ニーズとのマッチングな

どによる創造的企業誘致も進めているところ

でございます。 

 ２番、平成25年度の状況でございますが、

今申し上げた考え方に立ちながら、ターゲッ

ト企業の絞り込みと重点的なアプローチを図

るための知事トップセミナーを開催、ことし

は、秋に東京、名古屋を予定しております。

あるいは、セミコンジャパン等の産業展示会

への出展や企業誘致可能性調査を実施してま

いります。 

 また、企業の本社が集まっております東

京、大阪などのエリアにつきましては、東

京、大阪の事務所と連携しまして、引き続き

効率的な誘致活動を行ってまいります。 

 さらに、セミコン台湾への出展や上海事務

所などを通じまして、グローバル企業をター

ゲットとした誘致活動を進めてまいります。 

 なお、今年度は、現時点で14件の立地協

定、うち研究開発部門は２件となっておりま

す。 
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 最後に、今後の方向性としまして、蒲島県

政２期目は、企業立地件数を100件、うち研

究開発部門の立地件数を10件、これらによる

新規雇用予定者数が5,500人という目標に向

かって取り組んでまいります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○奥薗産業支援課長 熊本イノベーションを

進めるという観点から、産業支援課でござい

ます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ここでは、次世代耐熱マグネシウム合金と

有機薄膜関連技術、２つほど御紹介したいと

思います。ちょっとわかりづらい内容でござ

いますので、実物を持ってまいりましたの

で、ちょっと見ながらお願いいたしたいと思

います。 

 まず１番目、次世代マグネシウム合金でご

ざいますが、ここで一番の売りは軽さでござ

います。鉄の4.3倍、それからアルミの1.5倍

で、特に今省エネの観点から軽量化が全ての

製造業で命題となっております。そこが大き

な魅力となっております。済みません、書い

てありますのではなくて、ちょっと説明させ

ていただいております。 

 それで、そこが魅力でございますけれど

も、ただ欠点もございまして、実は強度がな

いということと燃えやすいという欠点がござ

いました。この２つの欠点を克服いたしまし

たのが、今、回しております次世代のマグネ

シウム合金ということで、通称ＫＵＭＡＤＡ

Ｉマグネと言っておりますけれども、開発者

は熊大工学部の河村教授でございますけれど

も、その研究開発を、平成18年に、国のほう

から12億ほど補助をいただきまして、鋭意研

究開発をやってきたわけでございます。それ

がかなり成功いたしまして、現在の形にまで

なっております。 

 現在、第３段階まで行っております。今の

段階は、そのできましたものをどういうふう

に商品化、開発していくかというレベルまで

達しておるところでございます。 

 そういう観点で、24年度の取り組みでござ

いますけれども、これまで築き上げました産

学官の連携を維持いたしまして、さらにそれ

を推進するというところまで来ております。 

 また、不二ライトメタル、長洲にある工場

でございます。そこでは、溶解、鋳造から切

削、切断、鍛造といった加工までの一貫試作

工場を24年の10月に稼働させております。 

 こうした一貫の試作工場からの資材供給能

力を生かして事業化案件創出を目指しておる

ところでございます。 

 県といたしましては、そういう推進事業を

形づけるために、その商品化のための後押し

の予算をつけておりまして、くまもとマグネ

商品化研究会を中心にその活動をやっている

ところでございます。 

 次世代マグネシウム合金については以上で

ございます。 

 続きまして、２番目でございますが、(2)

有機薄膜関連の技術関係でございます。 

 これについてもちょっと御説明させていた

だきたいと思いますけれども、現在県の主力

産業でございます半導体産業の次世代の技術

として注目されているところでございます。

有機薄膜技術でつくり出された商品といたし

ましては、ディスプレイであるとか、照明で

あるとか、太陽発電のパネルでございます。 

 今お手元に回しておりますのが、照明のサ

ンプルでございます。 

 これにつきましても、平成21年度ぐらいか

ら始めておりまして、産業技術センターのほ

うに国の補助で研究機器を整備をさせていた

だいて、さらに文科省の補助をいただきまし

て、ハード面、ソフト面の拠点というものが

今形成されておるところでございます。 

 そういうことで、かなり進めておりますけ

れども、今の課題といたしましては、地場が

こういう技術をどういうふうに活用していく
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かということが大きな課題になっておりま

す。 

 このため、平成24年の７月に、くまもと有

機エレクトロニクス産業促進協議会というも

のを設置いたしまして、現在、30の企業、団

体が、商品企画であるとか強度研究開発をや

りながら活動をしているところでございま

す。 

 県といたしましては、その後押しといたし

まして、有機エレクトロニクス事業化促進事

業といたしまして、試作商品の開発とかそう

いうものに対して助成を行っておるところで

ございます。 

 今後とも、国等の競争的な資金を獲得しな

がら、研究拠点としての開発力を充実させる

ために、協議会の活動を強化して早期に市場

化件数を増加させてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

○山下エネルギー政策課長 エネルギー政策

課です。 

 委員会説明資料の５ページをお願いいたし

ます。 

 戦略４「未来型エネルギーのトップランナ

ー」、新エネ・省エネの先進県をめざしま

す。 

 主な施策は、エネルギーの地産地消を進め

る、取り組みの内容は、小国町、南阿蘇村な

どの豊富な地熱・温泉熱資源を活用した発電

など、本県の特性を生かした多様なエネルギ

ーについて、産学官連携による調査研究等を

進め、地域と連携しながらできる限りの早期

導入を目指すとしております。 

 まず、(1)の地熱・温泉熱発電についてで

ございますが、地域と産学行政が連携して熊

本県地熱・温泉熱研究会を昨年８月に設立

し、地熱と温泉熱の関係の正しい理解と参加

者の相互理解に努めました。この取り組みに

より、国の助成事業に小国町から温泉事業者

２件が採択を受け、温泉熱発電事業化に向け

検討がスタートしました。 

 25年度は、ページの真ん中になりますが、

小国町での温泉事業者による発電事業化計画

の策定の支援を実施します。南阿蘇村のほう

では、一部事業者が発電を計画検討してお

り、地元調整などの支援を実施していきま

す。 

 右側の欄になりますが、今後の方向性とし

ては、温泉熱発電の事業化を促進するととも

に、引き続き関係者の地熱発電に関する理解

促進に努め、地熱・温泉熱発電の事業化にめ

どをつけられよう支援をしていきたいと考え

ております。 

 次に、左側の(2)の小水力発電について

は、産学官で23年に熊本県小水力発電研究会

を設置、研究検討、支援を実施してきた結

果、本年３月に、県内事業者が中心になって

民間事業会社が設立され、南阿蘇村において

売電モデル第１号となる発電所建設が決定し

ました。 

 右側(3)になりますが、今年度は、事業の

成功に向けて、県では、各種許認可等の支援

や県内で事業を検討する事業者の掘り起こ

し、県内企業とのマッチング、地元調整等を

実施します。 

 今後の方向性としましては、県内の企業や

団体等が主体となって、発電所設置が進んで

いくよう、積極的に支援を行ってまいりま

す。 

 次に、真ん中の欄の上のほう、(1)新エネ

ルギー導入の推進についてでございますが、

エネルギーの地産地消に向け、県内の新エネ

ルギーで得られた利益をできる限り県民に還

元する県民発電所構想を推進するなど、県民

総ぐるみで新エネルギーの導入の加速化を図

ってまいります。 

 今後の方向性としましては、県民発電所事

業を初め、エネルギーを通じた地域活性化を

図っていきたいというふうに考えておりま
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す。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願いいたします。 

 

○杉山消費生活課長 消費生活課でございま

す。 

 説明資料６ページをお開きいただきます。 

 戦略９「人が人として互いに尊重される安

全安心な熊本」、主な施策としては、消費者

のくらしを守るでございます。 

 １番目の取り組み内容、住民に身近な市町

村の消費者行政の推進でございますが、相談

窓口の機能強化等を中心として支援に努めて

いるところでございます。 

 １の平成24年度の主な成果につきまして

は、３点挙げております。 

 (1)の相談体制の整備でございますが、24

年度までに県下14市全てに消費生活センター

が設置されました。 

 (2)の広域連携につきましては、相談体制

の強化につながるものですが、上益城４町の

連携が24年の４月１日からスタートし、成果

を上げております。 

 (3)の消費者被害を地域で守るという観点

からの見守りネットワークの推進につきまし

ては、菊池市と阿蘇市での推進員養成講座開

催を支援しました。 

 主な成果の補足といたしまして、８ページ

と９ページに資料をつけておりますので、ご

らんいただきたいと思います。 

 まず、８ページの相談窓口開設の推移でご

ざいますが、熊本県の地図を左右に配置して

おります。左が平成20年度末の状況、右が平

成25年５月の状況でございます。色の一番濃

い部分が、消費生活センターが設置されてい

るところ、次に濃い部分が、消費生活センタ

ーとしての基準は満たしておりませんが、消

費生活相談員を配置しているところでござい

ます。 

 平成21年度から、国の基金を活用しまし

て、市町村の相談機能の強化に努めた結果と

いたしまして、飛躍的に相談体制が整備され

てきているのが見てとれると思います。 

 続いて、９ページでございますが、上益城

４町の広域連携の取り組みを示しておりま

す。 

 ４町で共同して１人の相談員を雇用し、そ

の相談員が毎週火水木金と４町を巡回してい

くシステムでございます。そのため、４町の

住民は、週４日どの町でも相談を受けること

ができるということになります。 

 具体的な成果として、ページ右側上の表に

数字を示しております。 

 ４町への相談件数の合計を見ますと、広域

連携がスタートした24年度について見ます

と、対前年比14倍と大幅に増加しておりま

す。県のセンターへの相談件数は減少してお

りませんので、増加分は純粋な掘り起こしに

つながっているものと思われます。 

 それでは、再び６ページにお戻り願いま

す。 

 ２の平成25年度の推進方針と推進状況でご

ざいますが、引き続き、住民に身近な市町村

における相談機能の強化支援に取り組んでい

くことといたしております。 

 なお、現在までの成果といたしましては、

(2)に示しておりますように、25年の４月に

高森、南阿蘇及び５月に菊陽、大津の広域連

携が相次いで実現したところでございます。 

 ３の今後の方向性でございますが、市町村

の実情を踏まえながら、それぞれに適した支

援策を講じていくことといたしております。 

 また、(2)に示しておりますように、支援

に当たっては、①から③に掲げます広域連

携、見守りネットワーク及び庁内連携という

３つの連携支援に重点的に取り組んでまいり

ます。 

 ６ページの一番下に枠囲みで、参考としま

して、県の消費生活センターに寄せられた相

談に伴う平成24年度の被害想定額と被害救済
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額を示しております。被害想定額13億1,600

万円に対しまして、救済額が３億3,100万円

でございます。相談に伴い、被害想定額の約

４分の１が救済につながっていることになり

ます。市町村の数字は把握しておりません

が、市町村の相談体制が整備されるに従い、

被害救済も高まっているものと想定されま

す。 

 続きまして、７ページをごらんください。 

 取り組み内容の２番目でございますが、消

費者被害の未然防止という観点から、消費者

教育・啓発の推進と事業者に対する指導の徹

底に努めているところでございます。 

 １の平成24年度の主な成果でございます

が、(1)の消費者教育・啓発については、①

のさまざまな世代に対する出前講座の実施

や、③の悪質商法の新たな手口や重大事故な

どについて注意を喚起します緊急消費者トラ

ブル注意報の発信に積極的に取り組んでおり

ます。 

 (2)の事業者指導につきましては、①から

③に掲げておりますように、特商法や景表法

に基づく文書指導や口頭指導に加えまして、

貸金業法に基づく立入検査を実施していると

ころでございます。 

 主な成果の補足としまして、10ページと11

ページに資料をつけておりますので、ごらん

ください。 

 10ページの左側、平成24年度の出前講座の

実施状況でございますが、高齢者、教育及び

一般と３種類の講座で、計224件、受講者１

万5,745人という実績を上げております。ま

た、右側の緊急！消費者トラブル注意報の発

行につきましては、平成24年度の１年間で延

べ13回発行して注意喚起に努めております。 

 続いて、11ページにつきましては、最近発

行しました健康食品の送りつけに係る注意報

を参考までにつけておりますので、ごらんく

ださい。 

 それでは、再び７ページにお戻りいただき

たいと思います。 

 ２の平成25年度の推進方針と推進状況でご

ざいますが、(1)の消費者教育・啓発につき

ましては、昨年12月に施行されました消費者

教育推進法の趣旨を踏まえつつ、さまざまな

年代を対象にするとともに、環境教育や食育

等のテーマとあわせて実施するなど、消費者

教育・啓発を総合的に実施することといたし

ております。 

 具体的な取り組みといたしましては、①と

②に掲げておりますように、消費者教育推進

法に基づく地域協議会を組織しますととも

に、消費者教育を推進する上での指針となり

ます県消費者教育推進計画の策定作業に取り

かかることといたしております。 

 消費生活課につきましては以上でございま

す。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 くらしの安全

推進課でございます。 

 資料のほうは、12、13ページをお開きくだ

さい。 

 くらしの安全推進課では、消費者保護対策

の強化としまして、日常生活の基盤でありま

す食の安全、安心の確保に取り組んでおりま

す。 

 １、平成24年度の主な成果としましては、

まず、(1)のイベントなどでの情報発信につ

きまして、農業フェアや田崎市場感謝祭など

多くの消費者が集まる５つのイベント会場に

おきまして、食の安全に関する関係機関、団

体の取り組みを紹介するパネル展示や来場者

に食の安全に関するクイズを出すなどして、

消費者の意識啓発に努めました。 

 次に、(2)の出前講座などの実施につきま

しては、年間24回の出前講座やリスクコミュ

ニケーションを題材とする食の安全セミナ

ー、農薬や遺伝子組み換え食品に関する地域

での意見交換会などを開催し、約3,500人の

参加者に対しまして、食品の安全性や食品表
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示に関する知識の普及に努めました。 

 (3)の若年層への学習機会の提供につきま

しては、子供のころから食品の安全性につい

て関心を持たせることが必要との判断から、

今回初めて中学生を対象としたジュニア食品

安全ゼミナールと食品化学科の高校生を対象

とした食品表示出前講座を開催し、生徒の食

の安全に関する正しい知識の習得に努めまし

た。 

 13ページの(4)の食品検査につきまして

は、お手元にお配りしてあるかと思います

が、リーフレット・食品検査による「食の安

全安心の確保」の２ページのところの平成24

年度の食品検査内容の部分にお示ししており

ますが、食品衛生法では製造加工段階と流通

段階の食品検査が義務づけられております

が、本県では独自に条例に基づき出荷前の生

産段階での残留農薬などの検査も実施してお

ります。 

 昨年度は、本県独自に実施している出荷前

の生産段階での検査では31種類、101検体を

検査しましたが、残留農薬などの基準超過は

ありませんでした。また、食品衛生法に基づ

く製造加工段階や流通段階での検査では、73

2検体中11検体で、大腸菌などの微生物の基

準超過が８件、食品添加物の使用基準違反が

２件、アレルギー物質の表示漏れが１件見つ

かり、出荷や販売を停止させております。ア

レルギー物質の表示漏れは命にかかわるおそ

れもありますので、今後とも指導を強化して

いきたいと思っております。 

 次に、２の平成25年度の推進方針などとし

ましては、(1)の情報発信やセミナーなどに

つきましては、より多くの消費者の意識啓発

を図るため、引き続き積極的に取り組んでま

いります。 

 (2)の若年層対策については、各学校の家

庭科の先生方の協力を得て、一校でも多くの

中学校や高校で開催したいと考えておりま

す。また、現在、県立大学との共同で子供向

け教材の開発に取り組んでおり、年度内には

完成させたいと考えております。 

 (3)の食品検査体制の堅持につきまして

は、全国トップレベルの本県の食品検査体制

を支えておりますのは、ＬＣＭＳＭＳと呼ば

れます高精度食品検査機器とその分析結果を

解読できる全国指折りの検査員のおかげであ

ります。しかしながら、検査機器につきまし

ては、平成17年に導入したものであり、既に

導入後８年が経過し機器が老朽化したことか

ら、本年９月に新機種に更新することとして

おります。 

 ３の今後の方向性としましては、食品の安

全性や県民の食に関する信頼性を高めるた

め、監視指導などを通じて食品関連事業者の

コンプライアンス向上による産地偽装などの

絶無に努めることはもとより、消費者みずか

らが食の安全についての正しい知識を持ち、

風評被害に惑わされることなく適切に食品を

選択していただけるよう、適切な情報発信が

重要であると考えております。 

 このため、今後の具体的な取り組みとしま

しては、中学生や高校生を対象とした講座を

積極的に開催し、子供のころから食の安全に

興味を持ち、正しい知識を習得して、みずか

ら適切に判断できる賢い消費者の育成に努め

てまいります。 

 また、県民の食に対する安心感というもの

は、その時々の情勢で大きく変化しますけれ

ども、全国トップレベルの検査体制を堅持す

るとともに、関係機関や団体が連携して積極

的な情報発信に努め、県民の安心感向上に努

めてまいりたいと考えております。 

 くらしの安全推進課は以上でございます。 

 

○福田環境立県推進課長 環境立県推進課で

す。 

 資料14ページをお願いします。 

 「百年の礎を築く」の中の戦略13「環境を

豊かに」、施策は、環境教育を進めるでござ
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います。 

 取り組み内容は、環境センターを拠点とし

たさまざまな学習の場の提供など、教育機

関、企業、ＮＰＯと連携し、県民の行動に結

びつく環境教育を進めるものでございます。 

 環境教育の推進に当たりましては、教育委

員会が実施する事業や林務部門が実施する事

業などとともに実施しているものでございま

すが、本日は、環境立県推進課で取り組んで

おります環境センターを中心とした環境教育

とＮＰＯ等の取り組みへの支援の２点につい

て御説明申し上げます。 

 平成24年度の主な成果でございますが、ま

ず、(1)の環境センターを中心とした行政の

取り組みでございます。 

 県内全ての小学５年生が水俣を訪れ学習す

る「水俣に学ぶ肥後っ子」推進事業で381

校、１万8,030人が環境センターを訪れるな

ど、昨年度の環境センターの来館者は３万2,

151人でした。また、職員を派遣する出前講

座を115回実施し、6,815人が受講いたしまし

た。これによりまして、来館者、受講者の環

境保全に関する理解を深めることができたと

考えております。 

 次に、(2)のＮＰＯ等民間団体の取り組み

への支援です 

 昨年度、環境教育に取り組むＮＰＯ等の実

態を把握するため、アンケート調査を行いま

した。その結果、資金面などの活動基盤が弱

いこと、学校や企業との連携が弱いことなど

の課題が明らかになりました。 

 また、ＮＰＯや教育関係者と企画段階から

協働して環境教育フォーラムを開催いたしま

した。これによりまして、環境教育実施主体

間のネットワーク形成のきっかけづくりがで

きたと考えております。 

 次に、本年度の取り組みでございます。 

 (1)の行政の取り組みといたしましては、

「水俣に学ぶ肥後っ子」推進事業に継続して

取り組むとともに、新たに、くまエコ学校夏

休み特別授業を初め、水環境学習、自然体験

学習などの講座を開催し、環境意識の醸成や

環境活動の実践につなげてまいりたいと考え

ております。 

 また、(2)でございますが、アンケート調

査の課題を踏まえまして、ＮＰＯと企業や学

校が連携した環境教育のモデル事業を実施し

て、民間団体を主体とした継続的な環境教育

の方策を検討することとしております。 

 最後に、今後の方向性でございますが、

(1)の行政の取り組みといたしましては、環

境センター、水俣病資料館、水俣病情報セン

ターと相互に情報を共有しながら、学校ニー

ズに応じた学習プログラムを実施し、来館者

や出前講座の受講者数をふやし、環境保全意

識の醸成に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、(2)でございますが、本年度実施し

ますモデル事業の成果を生かしまして、行政

や企業、ＮＰＯなど、多様な環境教育の実施

主体が、干潟や里山などの自然、メガソーラ

ーなどの再生可能エネルギー施設などの地域

資源を活用して、さらに学校と連携、協働し

て環境教育に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 資料15ページに、これまでの主な環境教育

の取り組みなどの資料をつけております。 

 ポイントを申し上げますと、平成５年８月

に環境センターが開館し、環境センターを拠

点として環境教育に取り組んでまいりまし

た。平成23年４月からは、「水俣に学ぶ肥後

っ子」推進事業を開始いたしました。今月環

境センターは開館20年を迎えますが、この間

約65万人が来館しております。 

 下段に過去５年間の来館者数の推移等の資

料を掲載しておりますが、来館者数は横ばい

ないし微減という状況でございます。これ

は、環境センターの来館者の９割を占めます

小中学生の数が減少しているということが大

きな要因であると考えております。 
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 今後は、教育委員会と連携し、教育内容の

充実を図ることや、ＮＰＯなどと連携した出

前講座の充実などに取り組んでまいりたいと

考えております。 

 なお、お手元に、別冊で、くまエコ学習帳

というくまモンが表紙に載っている資料をお

配りさせていただきました。これは、小学校

高学年を主な対象として作成いたしたもので

ございまして、県内全ての小学５年生に配付

をいたしております。この学習帳を使った勉

強会を、先週16日に八代市で実施いたしまし

て、また、あさって21日は熊本市で特別授業

を開催することとしております。 

 こういった形で、広く県民の方々が環境を

学ぶ機会に触れることができるように取り組

んでまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 以上で執行部の説明が

終了いたしましたので、質疑を受けたいと思

います。質疑はございませんか。  

 

○西岡勝成委員 フードバレー構想や起業化

を支援するということに関するんですけれど

も、実は、天草のほうで、魚類養殖の残渣、

フィレ加工の残渣が、これはもうきれいなや

つですね。要するに、ブリあたりの頭とか内

臓とか三枚におろしたときの残渣が大体2,00

0トンぐらい、年間出てきます。また、牛深

は、さばぶしとか、そういう節類の日本一の

産地なんですけれども、ここでも大体2,000

トン残渣が出てくるんですね。これは非常に

きれいな残渣。それとまた、養殖業者では、

この夏場、年間に大体200トンぐらい死魚が

出てくるんですけれども、その処理に非常に

困っとられて、死魚のほうは、特ににおいも

するし、非常に処理が難しいんですが、この

食品残渣というのは、非常にきれいで、特に

青物の残渣は、ＤＨＡとか、ＥＰＡとか、非

常に高価な、今サプリメント用に注目されて

いる物質もたくさん含まれてるし、私も枕崎

の加工場を見学しに行ったんですけれども、

あそこはかつおぶしの一大産地で、しかもあ

そこは冷凍物を処理しますので、毎日定量の

食品残渣が出てくるものですから、そこの加

工業者が、加工組合が、その残渣を毎日活用

しながら、そういう飼料とか、肥料とか、Ｅ

ＰＡとか、ＤＨＡの物質まで取り出すような

ことまでやって、非常にいい成績を上げて、

薬品会社とも連携をとりながら事業がスムー

ズに行ってるんですけれども、非常にもった

いない資源であるので、今水俣と人吉の方た

ちが、これは市からも助成金をもらって研究

されておりますが、ただ、それは油をとって

燃やすぐらいの感じのあれなんですね。付加

価値として非常にまだ低いし、どうせなら、

そのきれいな、要するにＤＨＡとかＥＰＡが

とれるような物質がたくさんあるわけですの

で、その辺まで進めて、フードバレーとかそ

ういう起業化の支援に何とかつなげていって

ほしいと思いますけれども、そういう水俣で

の話を何か御存じなら、わかりますか。 

 環境整備組合の組合長さんが、福田さんと

ころでそういう事業をされている、連携して

やられておる話は聞いたんですけれども、ぜ

ひ、そういうもの、捨てるとに困っている、

処理に困っている、そして、これは非常にあ

る意味資源的にも可能性を持っているものが

ありますので、ぜひその辺も含めて御検討を

いただきたい。 

 もう１つ、いいですか。 

 これは県民発電所の関係ですけれども、漁

港用地が――結構漁港というのは、やはり岸

壁の深さを維持する、確保するために、ある

程度前面まで浅いところは埋め立てて漁港を

つくるんですね。ずっと昔はそうやって、や

ってきたんですけれども、そのために結構背

後地が広くあって、そこは、水産用の工事用

地として、例えば消波ブロックをつくった

り、ケーソンをつくったりする用地として使

 - 13 -



第４回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（平成25年８月19日) 

っているんですが、結構調べてみると、もう

大体漁港整備も終わってますから、かなり余

った部分があるんですね。ああいうところ、

まあ風の問題もあるでしょうが、周りは何に

もないところで、そういうものを活用してソ

ーラーの場所をどうにか確保できないのか。 

 それは非常に補助金でできてますから、な

かなか簡単にはいかないと思いますけれど

も、私は、もう工事用地としてのものはある

程度確保できてれば、そんなにあちらこちら

にそういうスペースというのは必要ないと思

うので、この辺は国との交渉いろいろあると

思いますけれども、一等地があるんですね、

周りに。その辺の研究をぜひ進めていただき

たいと思います。 

 以上２点、何かありましたら……。 

 

○浦田祐三子委員長 まず１点目からじゃな

くていいですか。 

 

○西岡勝成委員 １点目からでも、どっちで

もいいです。 

 

○奥薗産業支援課長 今、西岡先生のほうか

ら話が出ました。いろんな可能性といいまし

ょうか、もったいないことがあります。そう

いったものを拾い上げながら、産学官で一つ

形にしていくというのが我々の一つのモデル

でございますので、現在食品周辺の関連産業

の調査を今やっているんです。 

 実は、これは食、ストライクじゃなくて、

食の周りで、例えば、製造装置とか、システ

ムとか、ＩＴとか、物流とか、結構ありま

す。そこで何かビジネスモデルのネタがない

かというようなところで、現地に行ってそれ

を調べているという事情がございますので、

そういったものをちょっと活用して、先生の

今おっしゃった件についても調べてみたいと

思っておるところでございます。できればそ

ういうところで芽が出ればというふうに考え

ておるところでございます。 

 

○西岡勝成委員 ぜひ、今ブームではありま

すけれども、医療の分野までそういう機能性

食品が来ている部分もありますので、医療と

の連携といいますか、生薬としての可能性も

持っているわけで、その辺、ぜひ、この有効

な資源と起業化とフードバレーとあわせて、

ぜひ考えていって調査をしてください。 

 

○山下エネルギー政策課長 県民発電所につ

きましては、今年度予算をいただきまして、

検討委員会を設けまして、県民による県民の

ための発電所をいかにつくっていくかと。 

 そもそも問題の背景としましては、現在34

件ほどメガソーラーの本県立地が決まってお

りますけれども、ほとんどが中央資本という

ことで、せっかくの売電で得られた収益がよ

その県に流れていってしまうということで、

何とか地産地消、地元でうまく金を回すこと

ができないかということで、いろいろ適地等

についても今調査をしているところです。 

 県といたしましては、特に、例えば県立高

校の廃校跡地の利活用等が問題になっており

ますので、そういうところあたりであると

か、今先生が御指摘いただきましたように、

もし仮に漁港の後背地で適当な場所がありま

すれば、早速農林水産部のほうに調査をいた

しまして、適地等があればそういう形ででき

るかどうか、今後検討をさせていただきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 よろしいですか。ほか

にどなたか質疑はございませんか。 

 

○磯田毅委員 今の山下さんへの同じような

質問ですけれども、県の総合エネルギー計画

というのが、平成32年だったですね、目標。

その中で、家庭用の消費電力を省エネと節電
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と新エネで賄うというような計画ですけれど

も、住宅用のソーラーが７万5,000件だった

ですかね、目標が。それと、ソーラー発電が

50カ所だったと思いますけれども、その進捗

状況はメガソーラーのほうはよく聞くんです

けれども、住宅用のものはどれだけ進捗して

いるのかということと、実は、私は、個人的

には地熱発電のほうが熊本県は可能性として

は非常に高いと。ただし、いろんな国立公園

内とか温泉とかいう悪い影響があって、なか

なか進展が、まだ早急な進展にはなってない

ということなんですけれども、我が国の地熱

発電の可能性というのは2,300万キロワット

かなんかて聞いたんですけれども、そういう

原発の23基分に相当するような可能性を秘め

ているこの地熱発電ですね。これに対する、

ここにも書いてありますけれども、進捗が、

どうも私は遅いと。 

 ドイツあたりは、内容はちょっとわかりま

せんけれども、去年の８月の何日かには再生

エネルギーだけで電力量が賄える日があった

と聞いておりますけれども、そういう急速な

普及というのはなかなか今は難しいですけれ

ども、早く急いだほうが、やっぱり原料費、

特に県から出ていくそういう原料費が再生可

能エネルギーはゼロですから、そういった面

では県内での経済にも非常にいい影響を出す

だろうと思うわけですけれども、そういった

地熱発電と、さっき言ったように住宅用の太

陽光発電の進捗状況はどうなっているか、こ

れを。 

 

○山下エネルギー政策課長 先生おっしゃっ

たように、総合エネルギー計画では、平成32

年度までに、現在熊本県内の家庭で消費して

いる電力、原油換算で100万キロリットル、

これを新エネルギーの導入促進で60万キロリ

ットル、省エネで40万キロリットルを何とか

たたき出そうという野心的な目標を掲げてお

りますが、まず太陽光につきましては、平成

32年までに50件ということで、現在34件立地

が進んでいるということで、件数的にはかな

り順調な形で進んでいるのかなというふうに

考えております。 

 住宅用につきましては、これは平成24年度

のデータになりますけれども、大体一戸建て

が熊本県内は44万戸ほどあるんですけれど

も、そのうち導入件数が３万9,000というこ

とで、佐賀県に次いで全国第２位ということ

で、率にしまして8.9％ということで、これ

についても今年度4,000件分の県の補助の予

算を組んでおりますので、これについても着

実に進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 それと、地熱発電の件についてですけれど

も、先生の御指摘のとおり、私もなかなか進

まないのをやきもきしているんです。きょう

の新聞にも載っておりましたけれども、日本

は世界３番目に地熱資源が多いということ

で、原発23基分ということで、特に本県は火

の国ということで、小国町、南阿蘇村を中心

に地熱資源があるというのはわかっておりま

す。 

 ただ、平成14年に小国町で電源開発さんの

失敗事例等もございまして、なかなか地元の

ほうで慎重なところもございまして、そこを

何とか改善するために、昨年８月に熊本県地

熱温泉熱研究会というのを立ち上げまして、

地元の方々、観光協会の方々、温泉組合の方

々、地元の市町村、それに国、それに事業を

やりたいという方々が集まっていただきまし

て、しかも有識者の方にも参加いただきまし

て、地熱と温泉熱の違いであるとか、いろん

な理解促進に今努めているところで、まず

は、掘削を伴うと必ず温泉に影響が出るので

はないかなという御心配がございますので、

まずは掘削を伴わない温泉熱発電ですね。今

実際自噴している温泉熱を使って発電をする

ことによって、地熱資源がいかに地域にとっ

て有効なものであるかということを、十分地
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元の方に知っていただくことがまず重要では

ないかということで、小国町では、昨年国の

事業採択を受けて今具体的に進んでおります

し、その２件の採択を踏まえて、今現在も複

数のいわゆる温泉事業者の方から話が舞い込

んでおりますので、それを着実に進めること

によって、最終的には大規模な地熱発電の実

現につなげていくことができればと、そうい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 よろしいですか。ほか

に質問のあられる方は。 

 

○小早川宗弘委員 資料の２ページですけれ

ども、これは１ページからずっと「熊本の活

力を創る」という部分で、２ページ。 

 ちょっと教えてほしかつですけれども、付

加価値額10億円を超える付加価値額というの

は、この会社の売り上げとどういうふうな関

係……。売り上げとかいうことではないんで

しょう。ちょっと付加価値額という言葉ば。 

 

○奥薗産業支援課長 ちょっとわかりづらい

と思いますけれども、まず、企業が売り上げ

て利潤を上げますですね。もうかるのが３つ

ございます。もうかる利潤でございますね。

それから２番目が人件費、３番目が設備投資

をしていると。ただ、これはもうどんとやり

ますから、計算上は減価償却していく。この

１、２、３が生産活動で、その場所で新しい

価値を生み出したという形で認定しておりま

すので、その３つの合計額、これが付加価値

額と呼んでおるところでございます。 

 通常ですと、売り上げで大体指標をやりま

すけれども、売り上げというのは、例えば最

終製品にどんと乗ってきますので、早い話

が、例えば自動車産業で部品を100万ぐらい

で買って120万で売るとした場合、120万とい

うのが額になりますですね。ですから、実際

に生産活動をしてどれくらいの価値を生み出

したかというところに着目したほうがより適

切じゃないかということで、こういう指標を

使わせていただいております。 

 

○小早川宗弘委員 わかりました。ちょっと

説明を聞いててわかりづらい、言葉だけだっ

たものですから、わかりづらい文章だなとい

うふうに思いましたし、できるなら具体的

に、どういう企業に対して、どれぐらいの支

援をしてあるのかというふうなことが、簡単

な表でもいいですけれども、今の段階でどれ

ぐらいの投資をしているのか、どういう取り

組みをしているのかというのがもう少しわか

りやすい資料があると、県民の皆さん方に

も、この辺というのは、余り――皆さんは多

分一生懸命取り組んでいらっしゃると思いま

すけれども、県民には余り見えない部分があ

るとじゃなかろうかなというふうに思います

ので、税金を使っているというふうな関係か

ら、もう少しわかりやすい資料を、簡単にい

いですけれども、追加していただければな

と。 

 これは３ページでも何か同じような感じ

で、ちょっとわかりにくいかなというふうに

思いましたので、特に最先端企業とかリーデ

ィング企業に対する支援というのは大切かと

思いますけれども、もっと県民の皆さん方に

わかりやすいような形で資料を書いていく、

あるいはＰＲしていくということも考えて検

討していっていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○浦田祐三子委員長 課長、資料はあるんで

すか。大体そういったまとめたもの、わかり

やすい資料。 

 

○奥薗産業支援課長 一つ一つの企業になり

ますから、企業さんの守秘義務といいましょ

うか、ちょっとオープンにしたくないという
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ようなものはございますので、どういうよう

な支援をしているのかとかいうのを一般的に

やるとか、あるいは結果として付加価値額が

どれくらい、例えばリーディング企業とその

他のでこれぐらい差がありますかとか、そう

いうことは出せると思いますので、ちょっと

そういったものを工夫しながら、もうちょっ

とわかりやすい資料にしていきたいと思って

おります。済みません。  

 

○小早川宗弘委員 ここにトレジャーオブテ

クノロジーさんとかネクサスさんとか会社名

が書いてありますけれども、どういう企業か

なというのが会社名だけではわからぬもので

すから、その辺の情報を後でいいですけれど

も……。 

 

○真崎商工観光労働部長 やったところは公

表していい、名前出していいから、だからリ

ーディング認定企業、育成企業に認定した時

点で、どのくらいの規模の企業で、何年間で

どういう支援をして、その結果どれだけか、

10億超えたと、そういう既になったところ、

今やっているところはちょっと厳しいところ

があるけれども、そういうのを工夫してお示

しできればと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

○小早川宗弘委員 せっかくですので……。

以上です。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質問はありませ

んか。 

 

○東充美副委員長 １点よかですか。 

 今、食の安全が一番皆さんが興味があると

いうか、ある会社の化粧品でも回収作業で大

変な損害が起きたといういろいろなことがあ

っておりますけれども、この13ページにあり

ますけれども、残留農薬の検査で違反件数が

ゼロということが書いてありますし、また、

この食品衛生法の中で、732検体中11件で成

分規格基準違反と書いてありますけれども、

これは残留農薬の検体とは別に、また534検

体の中での11件が出たとか、その辺がちょっ

とわかりにくいんですけれども、ちょっと教

えてもらってよかですか。杉山さんかな。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 今の質問の内

容としましては、この皆様にお配りしており

ますリーフレットの２ページ目のほうに書い

てある資料のことで説明させていただきます

と、残留農薬等を検査しておりますのは、こ

の１のほうの出荷前、生産段階と流通段階の

299検体については残留農薬についても検査

していると。 

 ２の食品添加物、微生物、アレルギー物質

等につきましては、製造と流通段階で、それ

も含めました上で、食品添加物、微生物、ア

レルギー物質なども検査しているというふう

に御理解いただきたいと思います。 

 

○東充美副委員長 わかりました。 

 だから、全体合わせて732検体調べたわけ

ですね。それで11件出たと。これは昔ですか

ね、大分前になるけれども、Ｏ157の問題が

あった時点から、こういう食の安全が大分注

目されてきたんですけれども、今11検体とい

うと、これは食品の流通過程で出たというこ

とで、今老朽化した検査機器というんです

か、これを今度は更新するんですかね。これ

はもう更新されたんですか。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 先ほど御説明

しましたように、従来取り組んでおりました

高精度検査機器、ＬＣＭＳＭＳといいますけ

れども、これにつきしては、17年から導入し

まして、８年経過して、ことしの９月から９

年目になるということで、９年目になります

と、今度オーバーホールということで４カ月
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から６カ月の検査が必要になってくると、検

査中断が必要になってくるということですの

で、もう９月の段階で新機種に更新するとい

うことで、現在入札も終わりまして、９月１

日に設備できるように取り組んでおります。 

 

○東充美副委員長 17年から変わったという

ことで、それまでと検体の数は変わらぬと思

うけれども、やっぱり基準から違反した何と

いいますか、検体といいますか、食品といい

ますか、17年以前からやっぱり大分ふえてき

たんですかね。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 過去５年間ほ

どの調査をいたしましたけれども、件数的に

は余り変化はありません。基準を超えた件数

につきましては、さほど大きくふえていると

いうようなことはございませんけれども、減

っているという状況にもないというような状

況でございます。 

 

○東充美副委員長 どっちにしても、これが

ゼロになることを皆さん努力されていると思

うんですけれども、やっぱり人体に影響はな

いとかよく出てますよね。きょうの新聞だっ

たかな、蜂蜜にも、農薬というのはニコチノ

イドかな、出とったというんですけれども、

今、農薬の基準というのは、毎年というか、

数十年前から大分やわらかくなってきている

と思うんですけれども、やっぱりその時代そ

の時代で変わってくるんですけれども、加工

品の中にこういう検体を調べたら残留的には

残っているということで、そういうＰＲをさ

れているとは思うんですけれども、なるだけ

ゼロになるように、そういう高精度の機械が

あるんですから、なるだけ減らすような努力

をされていると思いますけれども、ＰＲのほ

うもよろしくお願いしときます。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 先生の御指

摘、了解いたしました。積極的に情報提供に

努めていきたいと思っております。 

 なお、農薬の関係ですけれども、18年にポ

ジティブリスト制度が導入されまして、全て

の農薬の基準値が定められたということで、

当県では、他県に先駆けまして、生産段階で

は400種類の農薬を調査しまして、流通段階

では600種類、これは輸入品も入ってきます

ので、国内に出回らない農薬まで含めて600

種類の農薬を調査しているということで、全

国的にも食の安全については先進的な取り組

みをやっておりますので、引き続きそういっ

た取り組みをやっていることを県民の皆さん

にお知らせしていきたいと考えております。 

 

○東充美副委員長 了解しました。 

 

○磯田毅委員 それに関係した質問ですけれ

ども、本当に食品の安全というのは難しいも

のがあって、例えばポジティブリスト制度が

できた関係上、実は私も生産者ですけれど

も、費用を負担して、毎年、うちの部会は60

名いますけれども、恐らく数十万単位だった

と思います。ちょっと金額は忘れましたけれ

ども、毎年それを負担して、自主検査して出

しているわけなんですね。信用があれば、本

当はこういうのは無駄と思いますけれども、

今のところ仕方がないということであれば、

自治体がやっているそういう検査の費用、そ

して民間の消費者団体とか生産者組織とかな

んかがやっている自主的な検査も含めて、一

体幾らぐらい年間お金がかかっているのかと

いうのは、わかりますか。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 済みません、

私の手元には、その関係の数字はわかりかね

ますので、まだいろいろ調査が必要かと思い

ます。食の安全につきましては、食の安全安

心県民会議ということで、生産団体、消費者

団体の方たちに集まっていただきまして、い
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ろんな会議を開催しておりますので、そうい

ったところでいろいろな情報提供、情報共有

に努めていきたいと考えております。 

 

○磯田毅委員 これは、今ＴＰＰ交渉の中

で、こういった日本の物に対する障壁です

ね。これは以前農水省の方から聞いたんです

けれども、ポジティブリスト制度で全ての農

薬を俎上に上げたというのは、実は外国から

来る農産物をとめるための一つの施策であっ

て、日本の生産者をいじめるものではないと

いうことを言われて、ああ、なるほどかと思

ったことがありますけれども、そういった面

で、このＴＰＰ交渉の中で、こういったもの

がどんどん基準が緩くなると、こういった検

査も不要になってくるとか、精度もそんなに

要らないとかいう。このＬＣＭＳＭＳという

とですか、これは幾らぐらいしますか。 

 

○石﨑くらしの安全推進課長 昨年、予算要

求のために調査しました際には、定価格では

１億何千万の機器という話もございましたけ

れども、実際入札でしましたところ、7,000

万から8,000万ぐらいの額で２台整備できる

ことになりました。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦田祐三子委員長  なければ、これで質

疑を終了いたします。 

 次に、議事次第３、その他の(1)報告事項

に入ります。 

 報告の申し出が環境生活部から２件、商工

観光労働部から２件あっておりますので、ま

ず、説明を全て受けた後に質疑を受けたいと

思います。 

 それでは、報告事項１及び報告事項２につ

きまして説明をお願いいたします。 

 

○松田環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 報告事項の１ページをお願いいたします。 

 平成24年度に実施しました大気汚染調査、

化学物質及び環境騒音調査等の結果について

御説明いたします。 

 まず、１の大気環境の調査でございます。 

 (1)の大気汚染常時監視調査につきまして

は、県内36地点で環境基準の達成状況を調査

しております。調査地点は、３ページの図１

に示しております。 

 測定の結果、二酸化硫黄、二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質は調査した全ての地点で環境

基準を下回っております。しかし、光化学オ

キシダントと微小粒子状物質ＰＭ2.5は、そ

れぞれに環境基準を超えた日があり、基準は

未達成でした。３ページの図２及び表１に超

過した日数の推移を示しております。 

 次に、(2)の酸性雨調査につきましては、

県内４地点で測定しておりまして、調査の結

果、全ての地点で酸性雨pH5.6以下が観測さ

れております。経年的にはほぼ横ばいで推移

しており、全国的にも同様な傾向で、これま

で目立った被害の報告はあっておりません。 

 (3)のアスベスト調査につきましては、全

て基準値以下でございました。 

 次に、２の有害大気汚染物質の調査結果で

ございます。 

 調査内容は、環境基準が設定されましたベ

ンゼンなど４物質と指針値が定められており

ます水銀など17物質について、県内６地点で

調査をいたしましたが、全ての物質で基準値

等を下回っておりました。経年的に見ます

と、各物質とも濃度は低下傾向にあり、全国

的にも同様な傾向にあります。 

 ４ページの図４に、代表例としまして、ベ

ンゼンの年平均値の推移を掲載させていただ

いております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３の環境騒音調査結果でございます。 
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 航空機騒音、自動車交通騒音、新幹線騒

音、振動について調査を行っております。 

 まず、(1)の航空機騒音は、阿蘇くまもと

空港周辺の９地点で常時監視を行っておりま

して、全ての地点で環境基準値を下回ってお

ります。調査結果は、４ページの表２に示し

ております。 

 (2)の自動車交通騒音につきましては、県

及び県内14市それぞれで実施いたしまして、

幹線道路沿道151区間で調査をしておりま

す。調査結果は、93.2％で環境基準を達成し

ております。調査結果の詳細は、同じく４ペ

ージ表３に示しております。 

 (3)の新幹線の騒音、振動の平成24年度の

調査結果につきましては、さきの４月議会で

御報告させていただいておりますので、今回

は説明を省かせていただきます。 

 なお、平成25年度の調査は、５月から７月

にかけまして県と沿線の関係市で調査を実施

し、今月８日に、委員の皆様に御報告すると

ともに公表させていただいております。 

 最後に、４の環境放射能水準調査の結果で

ございます。 

 本調査は、平成元年から文部科学省の委託

を受けまして、降水・降下物、空間放射線量

率、農産物などの放射能調査を実施している

もので、調査の結果、全ての項目に異常値は

ありませんでした。 

 続きまして、５ページをお願いいたしま

す。 

 平成24年度の水質調査結果について御報告

いたします。 

 まず、河川、湖沼、海域等の公共用水域の

水質調査結果でございます。 

 調査項目は、水質汚濁の指標でございます

ＢＯＤ、ＣＯＤなどの生活環境項目や、カド

ミウムなどの健康項目などについて、計90項

目を調査しております。 

 まず、(2)の河川の調査結果ですが、調査

地点は７ページの図１に示しておりますの

で、この図により御説明申し上げます。 

 河川の環境基準は、水質汚濁の代表的な指

標でありますＢＯＤであらわします。水域ご

とにＡＡからＥの６類型に基準が設定されて

おります。平成24年度は、47水域で調査し、

赤丸で囲みました基準点が超過したことによ

り、１水域が基準未達成でございました。 

 次に、(3)の湖沼の調査ですが、調査地点

は緑色の四角で示しております竜門ダム、緑

川ダム、市房ダムの３湖沼が対象となってお

ります。湖沼の環境基準は、水質汚濁の代表

指標でありますＣＯＤをもってあらわし、全

ての湖沼で環境基準を達成しておりました。 

 ６ページをお願いいたします。 

 また、富栄養化物質であります窒素、リン

及びカドミウムなど健康項目につきまして

も、環境基準を達成しており、ここ近年は３

水域とも環境基準を達成しております。 

 次に、(4)の海域の調査結果でございま

す。 

 調査水域は、８ページの図２に示しており

ますので、この図により御説明申し上げま

す。 

 海域の場合は、水質汚濁の代表的指標はＣ

ＯＤが環境基準として設定されております。

環境基準は、水域ごとにＡ類型、Ｂ類型、Ｃ

類型と３区分に分けられておりまして、類型

指定がなされております。調査水域は、有明

海、八代海、天草西海などの計19水域で調査

をしております。 

 調査の結果、赤丸で示した地点が基準を超

過しているところでございまして、５水域が

環境基準未達成でございました。 

 ９ページの図３をごらんください。 

 これは、富栄養化物質である全窒素及び全

燐の水域ごとの環境基準の類型指定図でござ

います。 

 環境基準の類型は、ローマ数字のⅠからⅢ

の３区分に指定されておりまして、７水域に

分かれております。調査の結果は、７水域の
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うち１水域が環境基準未達成でございまし

た。赤潮が異常発生いたしました平成12年度

以降は、数値的には大きな変動はなく、近年

はほぼ横ばいで推移しております。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 これは、地下水質の環境基準の達成状況を

把握するため、カドミウムなど28項目につい

て常時監視を行っているものでございます。

調査井戸は575本を選定いたしまして、①の

新規概況調査から⑥の特定地点調査まで６区

分に分けまして調査を行っております。 

 平成24年度の調査結果は、前年度まで把握

している汚染を除きまして、新たな汚染は確

認されませんでした。 

 ④の汚染地区調査におきまして、基準調査

しておりますヒ素、フッ素、ホウ素につきま

しては、自然要因によるものと考えられまし

て、近年ほぼ同様な状況にあり、人為的な要

因でありますトリクロロエチレンなど有機塩

素化合物等につきましては減少傾向にありま

す。また、硝酸性窒素については、ここ数年

横ばいで推移しております。 

 なお、超過井戸につきましては、市町村と

連携し飲用指導等を行うとともに、継続調査

を実施することとしております。 

 次の11ページの図４は、平成24年度の調査

による環境基準を超過した井戸の箇所をあら

わしたものでございます。 

 今後も、新たな井戸調査、基準超過した井

戸の継続監視を行うとともに、実態把握や原

因究明を行い、県民の安心、安全のため、調

査を実施してまいりたいと思っております。 

 説明は以上でございますが、本日御報告い

たしました大気・化学物質等環境調査結果及

び水質調査結果の概要につきましては、ホー

ムページに掲載し、公表することとしており

ます。 

 また、毎年、両調査結果の詳細について

は、このオレンジ本、また青本ということで

製本化をいたしまして、関係機関に配布する

とともに、委員の皆様にも後日お届けする予

定でございます。 

 環境保全課は以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○浦田祐三子委員長 次に、報告事項３につ

いて説明をお願いします。 

 

○渡辺観光課長 観光課でございます。 

 報告事項の商工観光労働部の資料をごらん

いただきます。よろしくお願いします。 

 まず、１ページでございます。 

 2019年女子世界ハンドボール選手権大会の

熊本県招致に関しては、観光課と教育庁の体

育保健課で担当いたします。 

 まず１番、大会の概要でございますが、女

子ハンドボールの世界一決定戦ということ

で、ことし12月、セルビアで第21回目が開催

されます。２年おきに開催されておりまし

て、ことしセルビア、2015年デンマーク、20

17年ドイツ、2019年が未定となっておりま

す。この2019年のハンドボール選手権大会の

熊本県招致を考えておるものでございます。

アジアでは、1990年に韓国、2009年に中国で

開催されております。 

 ２番目、招致についてでございますが、日

本ハンドボール協会と熊本県ハンドボール協

会が、2019年女子世界ハンドボール選手権の

熊本県招致につきまして、熊本市及び関係団

体と一体となって、本県は協会の主体的な取

り組みを支援するということでございます。 

 ３番目、招致の必要性でございます。 

 まず、オムロン女子ハンドボールチームと

いうのは、日本のトップチームとして山鹿に

ございますけれども、その地域特性を生かし

て、世界選手権大会における地元選手の活躍

等によりまして、本県のハンドボール人気を

高め、競技力向上につなげるということと、

ようこそくまもと観光立県推進計画の中で、

ＭＩＣＥ等の誘致促進を掲げておりまして、
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国際スポーツ大会の誘致は、国内外への情報

発信、あるいは新たな観光客層を開拓、獲得

するチャンスでございますので、それに有効

な手段だというふうに考えています。 

 ４番目の経緯でございますが、本年２月21

日に、国会議員による超党派ハンドボール振

興議員連盟が、2019年女子世界ハンドボール

選手権大会を日本に招致するという決議を可

決いたしております。 

 ２ページをごらんいただきます。 

 ４月３日に、熊本県ハンドボール協会理事

会で、2019年の女子世界ハンドボール選手権

大会招致に向けた決議を可決いたしておりま

す。さらに、４月18日に、ムスタファ国際ハ

ンドボール連盟会長等が蒲島知事を表敬訪問

いたしまして、知事は支援を表明いたしてお

ります。５月27日に、熊本県ハンドボール協

会が、知事に文書で協力を依頼しております

し、県議会、あるいは熊本市、熊本市議会、

それから商工関係団体等にも同様の依頼をさ

れております。さらに、６月15日、日本ハン

ドボール協会が、熊本開催に向けて、ＩＨＦ

へ開催希望表明書を提出いたしております。

さらに、７月２日、ＩＨＦから受理され、そ

の結果、日本を含め、そこに書いてございま

すマケドニア、ノルウェー、スロバキア、チ

ュニジア、ウクライナ、６カ国が立候補して

いるということが判明いたしております。さ

らに、７月16日に、日本ハンドボール協会渡

邉会長が蒲島知事を表敬訪問されておりまし

て、知事は、熊本市とともに協会の主体的な

取り組みをバックアップするということを表

明いたしております。 

 ５番目、開催国決定までのスケジュールの

予定でございますが、９月２日にＩＨＦへ開

催計画書を提出いたします。さらに、10月３

日、または４日に、スイスのバーゼルにござ

いますＩＨＦの本部において立候補国による

プレゼンテーション、それから、10月中旬に

ＩＨＦの委員が候補地熊本を現地調査される

ということです。さらに、10月28日、または

29日に、カタールのドーハでＩＨＦの理事会

がございまして、そこで最終プレゼンテーシ

ョンをいたし、同日開催国の決定がなされる

予定でございます。 

 参考としまして、16年前、1997年男子世界

ハンドボール選手権大会・熊本の概要です

が、24カ国参加のもと、県内４会場、パーク

ドーム、熊本市総合体育館、山鹿市総合体育

館、八代市総合体育館で開催いたし、観戦者

数は28万8,955名ということで、これは過去

の大会の中で４番目に多い数というふうに聞

いています。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○浦田祐三子委員長 続きまして、報告事項

４について説明をお願いいたします。 

 

○磯田国際課長 国際課でございます。 

 台湾・高雄市との国際交流促進覚書締結に

つきまして御報告させていただきます。 

 資料３ページをお願いいたします。 

 アジアの活力を熊本に取り組む施策の一つ

といたしまして、台湾との経済交流促進を進

めておりますが、このほど台湾・高雄市と国

際交流促進覚書を締結することとなりました

ので、御報告いたします。 

 高雄市との覚書締結につきましては、昨年

11月に、高雄市の陳市長が、この９月に開催

されますアジア太平洋都市サミットへの参加

依頼のために来熊され、その際、蒲島知事を

表敬訪問されたことがきっかけでございまし

た。その後、ことし１月に高雄市を知事が訪

問した際に、トップ間で経済交流促進の覚書

を締結することで合意いたしておりました。

その具体的な締結でございます。 

 覚書の締結日時は、９月９日を予定してお

ります。締結の内容といたしましては、１、

貿易及び投資等の促進、２、観光、教育など

の分野における相互交流促進、３、定期便就
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航へ向けた協力の３点でございます。 

 県市合併して成立した現在の高雄市からの

要望もございまして、今回、熊本県、熊本

市、高雄市の３者による覚書締結をすること

にいたしております。 

 県と政令市が連携して海外の自治体と覚書

を締結いたしますのは、全国でも初めてのこ

とでございます。締結の当日は、県議会の皆

様に御同席をお願いするほか、熊本市議会、

本県経済関係者の皆様も同席して締結式を行

う予定でございます。 

 なお、今回の知事の台湾訪問にあわせまし

て、同時期に開催されております国際会議、

アジア太平洋都市サミットの場での本県ＰＲ

や定期便就航に向けた航空会社の訪問などの

知事トップセールスを予定しております。 

 また、９月８日日曜日から11日水曜の３泊

４日の日程で、熊本空港から台湾に向けチャ

ーター便が造成され、県民向けのツアーの募

集が行われております。多くの県民の皆様の

参加を期待しているところでございます。 

 台湾との経済交流の促進につきまして、委

員の皆様の御理解と御支援をよろしくお願い

したいと思います。 

 以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 以上で報告の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○井手順雄委員 環境生活部、ＢＯＤとかＣ

ＯＤの質問ですが、７ページ。 

 この基準超過地点という赤丸がついていま

すけれども、それは、具体的に何が――坪井

川、どのくらいのあれが……。 

 

○松田環境保全課長 この基準点超過したの

は⑳というところでございまして、下の表に

ございますように、堀川の手前の坪井川合流

点のところでございます。環境基準は、ここ

はピンクになっておりますので、Ｄ類型にな

りまして８、10ぐらいちょっと少しオーバー

というような状況でございました。 

 

○井手順雄委員 坪井川の流域になっている

とすれば、18番になるのかな。この辺じゃ、

もう全然基準値は超してないという状況です

か。 

 

○松田環境保全課長 はい、そうでございま

す。 

 

○井手順雄委員 原因は何でしょうか。 

 

○松田環境保全課長 この地点については、

24年度もそうでしたけれども、23年度も超え

ておりました。理由につきましては、明確に

まではちょっとわかっておりませんけれど

も、環境基準のピンクのところとそれから坪

井川というのは、Ａ類型ということで重なっ

てきます。堀川のほうが少し基準が負荷が高

いということで、こちらのほうに生活排水と

かこういったのが流れ込むということで、堀

川のほうが基準が高目に設定してありますの

で、ここの合流点でございますので、こうい

ったところが影響しているのではないかとい

うふうに考えております。 

 

○井手順雄委員 原因がなかなかわからない

と。なら、何でこういう調査をするんです

か。調査して、超えたところは原因を追求し

て、環境基準に入るような施策を打ち出すと

いうための調査でしょう。それをわからない

じゃ調査する意味がないと私は思いますけれ

どもね。 

 そして、８ページ。 

 これまた赤い丸が環境基準超過地点、ほと

んど赤丸ですね、これ。これはどういうこと

ですか。 
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○松田環境保全課長 この赤丸で囲んだとこ

ろが基準点が設定してありまして、その中の

基準点が超過した地点でございます。評価

は、例えば横にあります有明海(15)、これが

水域でございまして、この水域の中で、この

基準点が超過した場合は、この水域は基準未

達成ということになります。 

 

○井手順雄委員 何の基準が未達成なんです

か。 

 

○松田環境保全課長 環境基準ということで

ございます。 

 

○井手順雄委員 環境基準の具体的なやつは

何ですか。 

 

○松田環境保全課長 これは、ＣＯＤという

環境基準項目が設定されておりまして、ここ

で、環境基準がＣＯＤが２ppmという数字を

超過しているということでございます。 

 

○井手順雄委員 ＣＯＤというのは――酸素

量はＢＯＤか。ＣＯＤは何。 

 

○松田環境保全課長 ＢＯＤは河川等に適用

されまして、同じくやはり酸素の消費量でご

ざいます。ＢＯＤは、生物的に消費される酸

素の量、それから、海域とか湖沼につきまし

ては、やはり酸素の消費量でございますけれ

ども、化学物質による消費量ということで設

定されております。 

 

○井手順雄委員 これもさっきの河川と一緒

で、超えてますよという注意喚起は、今ネッ

トでしますとか言いなはるばってんが、それ

に対してどういった環境基準におさまるよう

な施策をしていくとかというとをあわせて出

すべきじゃなかろうかと思うけれども、それ

に関しては全然考えていない。 

 

○松田環境保全課長 いや、これにつきまし

ては、陸上で流れを含みますいろんな生活

系、あるいは工場からの排水、また、いろん

な農業、畜産、そういったところからの影響

というのもありますので、こういったところ

から関係機関と連携いたしまして、そういっ

た対策は、まずは講じているところでござい

ます。 

 

○井手順雄委員 だけんが、言いたいとは

ね、こうやって超えてますよと言うんだった

ら、そういうのは目に見える形で対応してい

く、環境基準をクリアできるような施策を持

っていくという、今度はもう一歩進んだ、踏

み込んだこういう調査、あとは結果が出たら

それに対応するといったところまでしていか

ぬと、ただこれは絵に描いた、ただ超えてま

すよと、それだけでしょう。だけんが、私は

いかぬと思います。そういうところは、もう

ちょっと一歩進んだところでやっていっても

らいたいというふうに思いますし、関連で、

前回も質問したんですけれども、ＰＭ2.5。 

 超過した日数が、24年で57回、だんだんふ

えてきていますね。今後も、これはふえる要

素はあると思うんですが、機械が超えました

と、数字が超えたから警報を出しましたと、

それがおさまって警報を解除しましたという

のは、どぎゃんなったですか。 

 

○松田環境保全課長 前回、井手先生のほう

からお話をいただきましたこの解除につきま

して、これも含めましてですけれども、今

回、今注意喚起をすることで、いろんな対応

方針あるいは内容を持っておりますけれど

も、これにつきまして、現在全体的に見直し

を考えております。 

 もちろん、解除につきましても考えており

まして、また、今注意喚起は、早朝の早い時

間に、皆さんが行動をするという時間に参考
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情報として出すということにしております

が、８時以降はこれは今のところ考えていな

かったわけですが、日中におきましてもそう

いったことができないか。そうしますと、解

除あるいはそういったものも含めまして、も

っと県民の皆様に、情報のきめ細かなものが

提供できるかということで、今検討を進めて

おります。 

 時間的にはかなり詰めておりますけれど

も、今後、冬場事象が高くなる、その前まで

には一応注意喚起の見直しを全面的に行いた

いというふうに考えております。 

 

○井手順雄委員 そういうことで、頑張って

いただきたいと思いますけれども、９月は、

運動会だとか町民の体育祭だとか、そういっ

たイベントがいっぱいあるんですよ。そのと

きに、やっぱりこういう注意喚起が出たとき

に、やっぱり主催者としてはどうしようかな

と悩むところもありますので、そういうのは

ぴしゃっとしていただきたいというふうに思

います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はございま

せんか。 

 

○西岡勝成委員 台湾・高雄市との国際交流

促進事業についてですが、我々の１、２期生

のころには非常に台湾とも友好関係が深く

て、議連も存在をしておりました。だんだん

だんだん中国が台頭するとともに、台湾とが

薄くなってきた経緯があって、議連もなくな

ったんですね。そしてまた、最近またこうい

う東日本の被災地への温かい支援といいます

か、お見舞い等々を含めて、もともと韓国、

中国と比べると、親日的である、非常に関係

の深いところと、こうやって交流をまた進め

ていくというのは、非常に大事だと思います

けれども、中国から何か圧力みたいなものは

ないですか。 

 

○磯田国際課長 今、西岡委員おっしゃった

ように、台湾というのは本当に親日的で、人

口も2,300万人なんですけれども、非常に経

済的にも豊かな方が多いので、熊本県との経

済交流を強めていくということでは、大変魅

力的で可能性も大きい地域だと思っておりま

す。そういった意味で、経済交流を強めてい

くということを側面にやっていこうと思って

おりますので、今のところ大丈夫かなと思っ

て進めておるところでございます。 

 

○西岡勝成委員 高雄を選んだ、何といいま

すか、要するに熊本との――もちろんそれは

第２の都市であるし、何か類似点とか、可能

性とか、そういうものについて、選んだ理由

をもう一回教えてください。 

 

○磯田国際課長 １つは、今話がありました

ように、陳市長と知事との関係というのが、

まず１つきっかけがございましたというのが

１つございました。それから、具体的な利点

としては、やはり高雄市は270万人の人口が

おりまして、面積的には熊本の約半分なんで

すけれども、人口は1.5倍ぐらい、また、経

済的にも非常に大きな規模を持っています。

しかも、アジアに向けた、アジアの中では４

番目に大きい港も持っております。また、国

際空港も持っています。そういった意味で、

熊本がそちらとつながることによって経済的

なメリットがいろいろ受けられるのではない

かということがございまして、今回踏み切る

ことにいたしたところでございます。 

 

○西岡勝成委員 具体的に、まず何を売り込

みに行きますか。 

 

○磯田国際課長 台湾においては、今も食品

関係が特に親日的なところでございまして、
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かつ、日本の食に対しても関心も高く、経済

力もありますので、今もデパートとかで台北

とかもやっておりますが、そういったものも

高雄とかともやっていきたいと思います。 

 それから、今回経済の方々にもなるべくお

声をかけておりますので、まずはいろんな形

でお会いいただいて、そこから何かつながっ

ていくものができないかということも考えて

おります。 

 それから、修学旅行とかそういったものも

お互いにできるようにならないかということ

を考えています。 

 あと、忘れておりました、大きなことで。

今台湾からの観光客は、熊本県では韓国に次

いで２番目に多うございますので、観光客の

方もたくさんこちらに来ていただくようなセ

ールスもやってまいりたいと思っておりま

す。 

 

○西岡勝成委員 ぜひ、この前行ったとき

に、コレラのはやるところは生ものは余り食

べないという話で、水産物はなかなか輸出が

難しいんじゃないかという、生ものは難しい

んじゃないかという話もありました。だか

ら、日本の生ものの流通というのはすばらし

いんですね。どこの山の中に行っても刺身で

食べられるような、そういう衛生といいます

か、そういう管理ができてますので、そうい

うシステムもアピールしながら輸出するぐら

いの感じで、ぜひ頑張っていただきたいと思

います。 

 この前、陳水扁さんとも一緒にお会いでき

て非常にありがたかったですけれども、知事

とも非常に交流が深いようですから、ぜひ頑

張ってください。 

 

○磯田国際課長 はい。頑張ってまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○浦田祐三子委員長 質疑がないようですの

で、その他に移りたいと思います。 

 委員の先生方から何かございませんか。 

   （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○浦田祐三子委員長 なければ、以上で本日

の議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望が６件提出されております。

お手元に写しを配付いたしておりますので、

後ほどごらんいただきますようにお願い申し

上げます。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。お疲れさまでした。 

  午前11時49分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  経済環境常任委員会委員長 
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